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第2章 通 信 イン フ ラス トラクチ ャー

と国際 協 力

今日の世界は,あ らゆる分野にわた り諸国間の相互依存関係が深まってお

り,各 国の社会経済活動は,従 来 とは比較にならないほど地球的規模での緊

密な連携,相 互の影響のもとに展開され,世 界は一つの有機的な社会を形成

するようになってきている。

情報通信は,こ のように有機的に結びついた国際社会の形成促進に中核的

な役割を担 うものであ り,今 後ますますその重要性を増していくものと考え

られる。

しかしながら,情 報通信が,こ のような国際社会で一層有効に機能するた

めには,情 報流通の自由と均衡に関する問題,各 国の通信インフラス トラク

チャーの整備等の世界的な課題解決への取組が必要である。我が国としても

国際社会における先進国の一員として,こ れらの問題の解決に向けて積極的

な取組を行い,世 界的な貢献を図っていかなければならない。

第1節 情報通信をめ ぐる国際的動向

情報通信に関する問題は,近 年,先 進国,開 発途上国を問わずク戸一ズア

ップされてきている。

しかし,情 報流通の自由と均衡に関する主張には,世 界的にみて大きな相

違があ り,さ らに南北問題や東西問題とも絡み,複 雑な国際問題を引き起こ

している。

第1に,先 進国と開発途上国との間の問題 としては,情 報や文化の流れが

先進国から開発途上国へと一方的なものとなってお り,情 報流通の不均衡,

通信インフラス トラクチャーの南北格差が,大 きな問題となっている。



一46一 第1部 総 論

第2に,先 進国間における問題としては,西 側先進国間においては通信と

コンピゴータとが結合したグ戸一パルなネットワークの出現に伴い,コ ンピ

ュータ利用の面で優越的地位に立つ特定国へ情報が集中す ることによって生

ずる問題,す なわち越境データ流通等の問題が出現してきている。 これらの

問題は,当 初,各 国のプライバシー保護対策の問題として,ま た最近におい

ては,情 報通信産業等戦略産業の育成,先 端技術の振興に関する問題等 との

かかわ りで取 り上げられている。また,主 として西側 自由主義国と,ソ 連を

中心とする社会主義国との間においては,情 報流通の自由等に対す る考えの

相違があ り,新 聞社や通信社の報道の在 り方,直 接放送衛星による外国向け

放送等に関する政府の責任の在 り方が問題 となっている。

1情 報通信分野の南北問題

(1)南 北問題の背景

歴史的にみると,1960年 前後に政治的独立を果たし,国 際連合(以 下 「国

連」と言う。)に加盟した新興国が多数あ り,こ れらの 国々は政治的独立に

次いで経済的自立,先 進国との経済的格差の是正を目指す行動をとった。

このため国連は,1960年 代以降 「国連開発の10年」を3次 に わ た り設定

し,開 発途上国援助のための国連 システムの 整備拡充,国 際開発戦略の決

定,国 際協力の強化等の活動を行ってきた。なお,世 界における開発途上国

の位置付けは,第1-2-1図 のとお りである。

しかしながら開発途上国からは,南 北の格差拡大の原因が既存の国際経済

の仕組みそのものに由来するため,現 在の国際経済秩序を抜本的に変革し,

富 と所得の再分配を行 うための世界的な秩序づ くりが必要であるとの主張が

なされた。

1974年,第6回 国連特別総会において 「新国際経済秩序の樹立に関する宣

言」が採択された。その内容は,① 今後の世界経済の意思決定にすべての国

が平等に参加すること,② 開発途上国の政治主権だけでな く,経 済主権を重

んじる方向で各国が協力す ること,③ 開発途上国の開発戦略を具体的に明ら
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経済協力の現状 と問題点(1982)に よる。

か に して 国際 的 合 意 を 作 って い くこ と,で あ った。

こ の よ うに政 治 的,経 済 的 独立 へ の 取組 が進 む なか で,知 的文 化 的 面 に お

け る 他 国へ の依 存 の問 題 が,政 治 的 従 属,経 済 的依 存 の 問 題 と同様 に重 要 な

問 題 で あ る こ と も,次 第 に 明 らか とな り,1970年 代 に入 って か ら は,情 報 通

信 問 題 が新 しい 時代 の南 北 問 題 とし て,大 き くク ロー ズ ア ッ プされ る よ うに

な った(第1-2-2表 参照)。
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第1-2-2表 情報通信に関 する国際的 な動 き一
1948

1959

1960

1961

1964

1965

1967

1970

1971

1972

1973

1974

1976

1977

1978

1979

世界人権宣言

第9回ITU全 権委員会議(ジ ュネ

ー ブ)

第10回ITU全 権 委員会議(モ ン ト

ルー)

宇宙条約の採択(第22回 国連総会)

世界無線通信主管庁会議

(WARC-ST)

マスメデ ィア宣言案 の作成 決議

(UNESCO第17回 総会)

第11回ITU全 権委員会議(マ ラガ

=ト レモ リノス)

マス メディア宣言案の審議持越 し

(UNESO第19回 総会)

新世界情報通信秩序 の 推進 の 決定

(非同盟諸国情報相会議及び首脳 会

議)

マ クブ ライ ド委員会の発足

「アフ リカにおけ る運輸 ・通 信の10

年間」 の決定(第32回 国連総 会)

マ クブ ライ ド委員会中間報告

マス メデ ィア宣言の採択(UNESCO

第20回 総会)

新世界情報通信秩序の決議採択(第

33回 国連総会)

アジア ・オセアニア ・コ ミ凸ニケー

経済協力開発機構(OECD)及 び石

油輸出国機構(OPEC)の 結成

「第1次 国連 開発 の10年 」 のための

国際開発戦略 の決定

第1回 国連貿易 開発 会議

(UNCTAD)

第2回 国連貿 易開発 会議

「第2次 国連開発 の10年 」 のための

国際開発戦略 の決定

第3回 国連貿易開発会議

「新国際経済秩序の樹立に関する宣

言」の採択(第6回 国連特別総会)

第4回 国連貿易開発会議

第5回 国連貿易開発会議
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年 情 報 通 信 問 題 経 済 問 題

1980

且981

1982

1983

シ ョン政策政府間会議

世界無線通信主管庁会議(WARC-

79)

プライバ シー保護 と個人データの国

際流通 につ いてのガイ ドライ ンに関

す る理事会勧告(OECD理 事会)

マ クブライ ド委員会最終報告

国際 コ ミュニケー ション 開 発 計 画

(IPDC)の 発 足(UNESCO第21

回総会)

1983年 を世界 コ ミュニケーシ ョン年

と設定(第36回 国連総会)

第12回ITU全 権委員会議(ナ イ ロ

ビ)

直接 テ レビジ 。ン国際放送 衛星 の国

に よる利用 を律す る原則の採択(第

37回 国連総会)

世 界 コ ミュニケーシ ョン年

「第3次 国連開発 の10年 」のための

国際開発戦略の決定

第6回 国連貿易開発会議

(2)最 近の動向

ア,国 際連合教育科学文化機関(UNESCO)の 動向

⑦ 新世界情報通信秩序の提唱

情報通信に関し開発途上国からは,世 界のほとんどのニュースが先進

国の大きな通信社から供給され,情 報,文 化の流れは先進国から開発途

上国に向かう一方的なものとなっており,こ のため,こ うした情報流通

の不均衡により開発途上国側には種々の問題が生じているとの主張がな

されてきた。すなわち,開 発途上国の伝統的な文化や価値観が欧米化さ

れ,失 われてい くこと,と もすると開発途上国の暗い面(飢餓,暴 動等)

を取 り上げがちな報道によって,開 発途上国に対し先進国の人々が持つ

イメージがゆがめられることなどが指摘されている。

このような情報流通の世界的に不均衡な状態を改善するため,1970年

代に入ってから,世 界的規模での新しい情報通信の秩序づ くりが開発途
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上国を中心に主張されるようになった。

こうした情報通信分野における秩序 づ くりの基本的考え方は 従来・

「北」から 「南」に向かって一方的である情報 ・文化の流れを・もっと

双方向的で均衡のとれた流れに変え,「南」の国々 の現状と言い分をも

っと正確に伝えるとい うことであ り,こ のため先進国の援助 と協力を増

強させ,「南」の国々の通信 インフラス トラクチャー を整備拡充すると

いうことであった。

そこでUNESCOで は情報流通の不均衡によって生 じる種々の問題

に対応するため,世 界のマス ・メデ ィアが協力して国際的に情報の均衡

ある流れを作るという内容を折 り込んだ宣言案の検討がなされた。

しかし,マ ス ・メディァに対す る国家介入の必要性等をめ ぐり,南 北

及び東西間に対立があり,1976年 に開かれた第19回UNESCO総 会で

は,意 見の一致をみるに至らなかった。

このため,1977年 にショーン ・マクブライ ドを委員長とする 「コ ミュ

ニケーション問題研究国際委員会(マ クブライ ド委 員 会)」 が 設 け ら

れ,コ ミュニケーション問題について総合的多角的な検討がなされた。

この最終的な報告書は,1980年 にUNESCO総 会で承認されたが,こ の

委員会の審議過程が開発途上国,西 側先進国及び ソ連 ・東欧諸国の意見

の対立にも微妙な影響を与え1978年 のUNESCO総 会では報道の自由

と均衡ある情報の流れの重要性を訴えた 「平和 と国際理解の強化,人 権

の促進,人 種差別主義,ア パル トヘイ ト及び戦争の煽動に対抗するうえ

でのマスメデ ィアの貢献に関する基本原則の宣言(マ スメディア宣言)」

が,全 体の合意のもとに採択されるに至った。

さらに,こ の直後に開催された第33回 国連総会では 「新しい,一 層公

平かつ一層効果的な世界情報通信秩序樹立の必要性を確認し……開発途

上国の情報通信システムを強化するための協力と援助を奨励する」 とい

う内容の新世界情報通信秩序に関する決議 も採択されるに至った。
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(イ)国 際 コ ミーニ ケ ー シ ョン開 発 計 画(IPDC)の 発 足

情報 の均 衡 あ る流 れ を 達成 す るた め に は 開 発途 上 国に お け る通 信 イ ソ

フ ラス トラ クチ ャー の整 備 拡充 が 必要 とされ る。UNESCOで は,マ ク

ブ ライ ド委 員 会 の勧 告 等 を踏 ま え,1980年 に 開か れ た 第21回 総 会 で ,開

発 途 上 国に おけ る コ ミュ ニケ ー シ 。ンの 開 発 を 促 進す るた め,「 国 際 コ

ミュ ニ ケー シ 。ン開 発 計 画」 を設 立 した 。

IPDCは,開 発 途 上 国 の専 門家 を 養 成 し,通 信 イ ン フ ラス トラ クチ ャ

ーの整 備 拡 充 等 の国 際協 力を 行 い ,開 発 途上 国 の コ ミュ ニケ ー シ ョン能

力 を高 め る こ とを 目的 とした もの で あ る。

イ.国 際 電 気 通信 連 合(ITU)の 動 向

(ア)周 波 数 の 分配,静 止 衛 星軌 道 の使 用 等

ITUに お い て は,コ ミ凶 ニ ケー シ ョソ分 野 の 南 北 問 題 と して 国 際協

力 の在 り方 の ほ か,周 波 数 の 分 配,衛 星 の静 止 軌道 の使 用 等,各 国 の通

信 権 益 に直 接 影 響す る問 題 に関 し,UNESCOと ほ ぼ 時期 を 同 じ くして

議 論 が 展 開 され 始 め た。

周波 数 は,時 間 的,空 間的 に 占有 性 を 有 す る 一 種 の 有 限 な 資 源 であ

る。 この 周 波 数 に つ い て,現 状 は 技 術 力,経 済 力 に勝 る先 進 国 が そ の多

くを 使 用 して お り,こ れ に 対 し,開 発 途上 国か らは,例 えば,国 民 の教

育 や 知 識 水 準 の 向上 等 に ラ ジオ 放 送 が比 較 的 低 い コス トで大 きな 効果 を

発 揮 す る こ と等 か ら,も っ と多 くの 周波 数 を 開 発 途上 国 に 回す べ きだ と

い う主 張 が な され て い る。

1979年 の 世 界 無線 通 信 主 管 庁 会議(WARC-79)で は,短 波 放 送 用 の

周波 数 と して,新 た に13MHz帯 の 分配 を は じめ とし,合 計780kHz

幅 の 追加 分 配 が 決 定 され た 。 な お,こ れ ら短 波 放 送 用 の 周波 数 の使 用 に

っ い て は,1984年 及 び1986年 に 開 催 が予 定 され て い る 「放 送 業務 に分

配 され た 短波 帯 の計 画 作 成 のた め の世 界 無線 通信 主 管 庁会 議(WARC-

HFBC)」 に お い て,具 体 的 に 規 律が な され る こ と とな って い る。

一 方
,赤 道上 空3万6千 キ ロ メー トル の公 転軌 道,す な わ ち 静止 軌 道
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に打ち上げられた人工衛星は,24時 間で地球を一周するため,地 上から

はいつも同じ所に静止しているように見 え るが,現 在,静 止軌道上に

は,通 信衛星,放 送衛星,気 象衛星等様々な 衛星が 打ち上げ られてい

る。静止軌道上では,同 一周波数が使用される場合には,電 波の干渉を

避けるため,衛 星と衛星との間には一定の間隔をとらな け れ ば な らな

い。このため静止軌道 も周波数 と同様,有 限な資源であ り,そ の効率的

な使用が問題となっている。既に先進国の多 くが衛星を打ち上げている

が,赤 道上の国々からは将来,自 国で衛星を打ち上げる際の位置確保も

考慮して,自 国上空の静止軌道に対する領有権等の主張が行われてきて

いる。

1971年 に開かれた 宇宙通信のた め の 世 界 無 線 通 信 主 管 庁 会 議

(WARC-ST)で は,有 限な静止衛星の周波数 及び軌道に関し,開 発途

上国から強い要求があ り,「同等の権利によるすべての 国の使用に関す

る決議」が採択され,1973年 のマラガートレモ リノス全権委員会議でも

その趣旨がITU条 約の中に盛 り込まれた。

WARC-79に おいては,静 止軌道及び これを使用する 宇宙業務に分

配された周波数帯の使用について,早 い者勝ちの現状は修正すべきであ

るとの主張が開発途上国からなされ,こ れらの公平な使用を実際に保証

するため宇宙業務に関する世界無線通信主管庁会議を開催する旨の決議

が採択された。

さらに,1982年 にナイ戸ビで開催され た 全権委員会議においては,

ITU条 約の中に,各 国が静止軌道を 使用する際には 「開発途上国の特

別なニーズ及び特定の国の地理的事情を考慮して……」とい う文言が明

記された。 なお,静 止軌道の使用 については,1985年 及び1988年 に

「静止軌道の使用及び この軌道を使用す る宇宙業務の計画作成に関する

世界無線通信主管庁会議(WARC-ORB)」 の 開催が 予定され,そ こで

宇宙無線通信業務用の静止軌道位置の使用等の計画作成について具体的

な検討が行われることとなっている。
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(イ)国 際 協 力

ITUは,従 来から国連開発計画(UNDP)か らの委託を受け,専 門

家の派遣,研 修生の受入れ,途 上国における訓練センタの設立のための

技術面 ・資金面の協力等を実施してきた。

1982年 秋の全権委員会議(ナ イロビ)に おいては,加 盟国の過半数を

占める開発途上国から,ITUの 技術協力活動の充実 ・強化が訴えられ

た。特にITUが 技術協力のための独自予算を設けて積極的にこれを推

進すべきであるとの主張が強 く行われた。

一方,先 進国からはITUの 予算の肥大を防ぐ観点から,ITUの 技術

協力の実施はUNDPの 枠内で 行われるべきものであること,技 術協力

活動の現状を見直し,そ の効率化を図るべきであることなどの意見が出

され,南 北間の対立が見られた。

その結果,こ の全権委員会議ではITUの 技術協力活動について,機

構上の変革は行われなかったが,国 際電気通信条約の 「連合の目的」の

条項に 「電気通信の分野において,開 発途上国に対す る技術援助を促進

し及び提供をすること」を 新たに挿入し,ま た,「連合の会計」の条項

で,連 合の経費の対象に 「開発途上国に対する技術協力及び技術援助」

が新たに追加,明 文化された。こうして技術協力活動は制度,財 政の面

でITUの 基本的な活動の一つ とされることとなった。

2情 報通信分野の先進国間の問題

最近の情報通信関連技術の進展は著しいものがあ り,取 り分けコンピュー

タと電気通信とが結合したデータ通信分野や宇宙通信分野において飛躍的な

発達を遂げつつある。このため,フ ランスやカナダ等の先進国においては国

際間の情報流通問題を重要な政策課題として位置付け,情 報主権の確保等の

観点から様々な検討を進めている。

フランスでは,1978年,大 統領の諮問に対し 「社会の情報化」と題す る報

告書(ノ ラ ・マンク'レ ポー ト)が 提出された。 この報告書ではテ レマテ ィ
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一ク(電 気通信と情報処理の融合)が 社会全体に大きな影響を及ぼすこと・

自国の情報流通の主体性を確保する必要があること,こ のため長期的 ビジョ

ンを策定する等の措置が必要であることが指摘されている。

カナダでは,1979年,通 信大臣の諮問に対し 「電気通信とカナダ」 と題す

る答申(ク ライソ ・レポー ト)が 提出され,隣 接する米国に対する独自性を

確保するため,越 境データ流通の規制を行 うべきこと,カ ナダの主権を保持

す るため情報に関する新技術を開発しなけれぽならないこと,等 の提言がな

された。

こうした各国の動きを背景に,経 済協力開発機構(OECD)で は,コ ンピ

ュータにより処理 ・蓄積された情報の流れに関する問題を,ま た国連では,

世界的な問題でもある直接放送衛星の利用に伴って発生する種々の問題等に

ついて討議がなされている。

(1)経 済協力開発機構(OECD)の 動向

OECDに おいては,60年 代後半から,科 学技術政策委員会(CSTP)を 中

心として,先 進国における情報やコンピェータに関する問題について検討が

なされてきた。

世界的なコンピュータの利用の進展に伴い,1976年 に このCSTPの 下部

組織として,「情報 ・電子計算機 ・通信政策作業部会(ICCP作 業部会)」 が

設置された(な お,1982年 には,ICCP作 業部会 は,ICCP委 員会に改組 ・

拡充された)。

ICCP作 業部会では,情 報経済分析,マ イ クロエレクトロニクスの雇用へ

の影響,プ ライバシーの保護等について検討を進めてきたが,特 にプラィバ

シー保護については,OECD理 事会は,1980年 に 「プライバシー保護 と個

人データの国際流通についてのガイ ドライソに関する理事会勧告」を採択し

た。その主な内容は,① プライバシー保護の名目で,個 人データの自由な国

際流通に対する不当な障害を設けないようにすること,② ガイ ドラインに掲

げる諸原則(収 集の制限,利 用の制限,個 人参加の原則等)を 国内法の中で

考慮すること,③ ガイ ドラインの履行について協力すること,な どである。
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なお,最 近ICCP委 員会では,国 際間のデータ流通を情報,電 子計算機,

通信分野におけるサービス貿易の 視点からも検討することが 提案されてお

り,特 に1982年 においては電気通信 サービスの 市場構造変化等の問題につ

いて検討がなされていることが注目される。

(2)国 連宇宙空間平和利用委員会の動向

直接放送衛星(DBS:DirectBroadcastingSatellite)と は,家 庭 までテ

レビ放送の電波を直接送ることを 目的とした静止衛星であ り,視 聴者は衛星

からの電波を小型パラボラアンテナで受けて視聴することができる。

この衛星による直接テレビジョン国際放送は,受 信国の経済,社 会,文 化

等の面に大 きな影響を及ぼすこととなるため,国 連の宇宙空間平和利用委員

会では,1972年 の第27回 国連総会で採択した 「国際協定を締結する目的で,

直接テレビジョソ放送衛星の国による利用を律する原則を作成する必要を認

め,そ のため宇宙空間平和利用委員会に対し,,そ のような原則を早急に作

成するよう要請する」旨の決議にのっとり,衛 星による直接テレビジョン国

際放送の実施等に際し遵守すべき原則案について検討を行ってきた。

この検討に際しては,主 として西側諸国と東側諸国の間で衛星による直接

テレピジョソ国際放送の規制等をめ ぐって意見の対立があ り,10余 年にわた

る審議にもかかわらず妥協点を見いだせず,結 局,同 委員会のコンセンサス

が得られないまま1982年12月,第37回 国連総会で,東 側諸国 ・開発途上国寄

りの表現で起草された 「直接テレビジョン国際放送衛星の国による利用を律

する原則案」を採択する旨の決議案が投票に付され,賛 成多数で 採 択 され

た。この原則の主な内容としては,① 衛星による直接テレビジョン国際放送

は,各 国の主権を尊重して行 うこと,② すべての国は衛星による直接テレビ

ジョソ国際放送を行 う権利を平等に有するとともに,実 施に伴 う義務も負う

こと,③ 衛星による直接テレビジ 三ン国際放送を行う場合には,事 前に受信

国に通知し,受 信国の要請により協議を行 うこと などである。
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第2節 通 信 イ ソ フ ラス トラ クチ ャ ーの現 状

1通 信 イ ンフ ラス トラクチ ャー整備 の重要性

均衡のとれた情報流通の確保のためには,通 信分野の国際協力が必要であ

る。また,そ れ とともに通信インフラス トラクチャーの整備拡充は,開 発途

上国の抱えている問題の解決のための有力な手段 となる。郵便,電 話,放 送

等の通信インフラス トラクチャーは,国 際理解の強化,国 民の一 体 感 の醸

成,経 済 ・社会活動の効率化 ・高度化,科 学 ・文化の向上のために大 きな役

割を担 うものである。さらに個人レベルの多種多様な生活活動の充実や災害

時の緊急連絡手段等として重要な役割を担っている。

2通 信 イ ンフラス トラクチ ャーの地域格差

通信インフラス トラクチャーの整備拡充は,上 述のとお り政治的安定,社

会経済発展 といった開発途上国の 国家目標の 達成に とって有力な手段 とな

る。そこで近年,開 発途上国は,国 の発展に必要な通信インフラス トラクチ

ャーを重視し,国 家開発のための長期的な計画の中にその整備計画を折 り込

むなどして,整 備,拡 充に努力している。

しかし,通 信インフラス トラクチャーの現状及びその利用状況を,先 進諸

国,中GNP諸 国,低GNP諸 国別に比較してみると,第1-2-3表 の

とお り,そ の差は依然として大きいものがある。例えば人 口1,000人 当た り

の日刊新聞発行部数でみると,低GNP諸 国では先進諸国の17分 の1,ラ ジ

オ受信機台数では13分 の1,テ レビ受像機台数で は63分 の1と なって お

り,電 話機の台数に至っては271分 の1に す ぎない。

また,日 本とアジアとの対比でみると,日 本の人 口はアジアの人口の5%

にすぎないが,日 刊新聞の発行部数では66%,ラ ジオ受信機台数では46%,

テレビ受像機台数では63%,電 話機台数では89%と,そ の大部分を 占めて
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第1-2-3表 通 信 イ ン フラ ス トラ クチ ャー の 地域 格 差

区 別

低GNP諸 国

中GNP諸 国

先 進 諸 国

日刊姻 曼蔽 融 義1臨 機

1,000人 当 た り

部 台
19.256.0

19.O

328.O

57.2

741.0

5.4
台

22.5

338.0

1.3

台

15.1

352。0

備 考

1人 当 た りGNPが400ド
ル 以 下。 イ ン ド,ネ パ ール,

ザ イ ー ル等

1人 当 た りGNPが400～

2,500ド ル。 韓 国,マ レ イ

シ ア,ブ ラ ジル等

日本,米 国,西 欧,カ ナ ダ

等

マ クブライ ド委員会報告書 による。

第1-2-4表 アジアの中の 日本

区 別

日 本

人 口
1975

日刊新聞(発 ラジオ受信
行部数)1976機1976

TV受 像 機

1976
電 話 機

1976

単翻%単 位 ・千1%単 位 ・千1%鞄 ・千%戦 ・千[%

lll1・1・ … 。166[・ ・65・146}・ ・8271634・646189

日本を除 く
アジア ・1841951・ ・766346・7641・4国65137・28・ ・

ア ジ アi・29511・d・ ・586h・ ・12・4141・ ・4・4781・ ・}・ ・926il・ ・

マ クブライ ド委員会報告書 による。

い る(第1-2-4表 参 照)。

さ らに,電 気 通信 イ ン フラ ス トラ クチ ャ ーに対 す る人 口1人 当た りの投 資

額 でみ る と,1968年 と1977年 とで 比較 した 場 合,投 資 額 の 伸 び 率 は,先 進

国(3.3倍)よ り開 発 途 上 国(4.2倍)の 方 が 大 きい が,1人 当た りの 投 資

額 の絶 対額 で は,先 進 国が1977年 で54.4ド ルで あ るの に 対 し,開 発 途 上 国

は6,7ド ル で あ り,8倍 以上 の差 が あ る と と もに,す べ て の投 資 に 占め る電

気 通信 イ ン フ ラス トラ クチ ャーの 投 資 の 割合 で も,先 進 国 が3.9%で あ るの

に対 して開 発 途 上 国 は2.0%と な って い る(第1-2-5表 参 照)。

こ うした 状 況 の背 景 とし て は,次 の 点 が挙 げ られ る。

① 通 信 は,大 規 模 かつ 複雑 な シス テ ム で あ り,そ の 計 画,建 設,保 守,運
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第1-2-5表 電気通信イン7ラ ス トラクチ ャーに対す る投資

区 別

先進国(社 会主義諸
国 と西独を除 く。)

開発途上 国(全 体の8
%に 当た るサ ソプル)

人 ロ1人 当
た りの投資

(ドル)

すべ ての投

資 に対す る
割合(%)

1968年

16.6

1.6

3.5

1.8

人 口1人 当
た りの投資

(ドル)

すべての投
資に対する
割合(%)

1977年

54.4

6.7

3.9

2.0

マクブライド委員会報告書による。

営には高度かつ総合的な技術力とシステム運営の能力を要す るが,開 発途

上国ではこのような高度な技術や経験を持った人材が不足している。

② 通信インフラス トラクチャーの整備には,ぽ う大な資金を要するため,

開発途上国だけではその資金調達に困難が伴 う。

③ 通信インフラス トラクチ ャーは,道 路,港 湾,電 力等の,他 のインフラ

ス トラクチャーと同様,農 業,工 業等の生産活動の効率化,合 理化に役立

ち,経 済社会発展のための潜在能力を向上させるものである。しかしなが

ら,そ れらの生産の拡大に直接結びつ くものではな く,そ の効果が出るま

でには長時間を要することから,投 資が後回 しにされることが多い。

一方,通 信インフラス トラクチャーの整備発展に当た り,技 術水準の高い

情報通信手段ほど格差が大きくな りやすい とい う問題がある。先進国では宇

宙通信やコンピュータ等の先端技術の導入によって情報通信の高度化 ・多様

化を一層推進してお り,先 進国と開発途上国との間に格差の広がることが懸

念されている。

反面,先 端技術を積極的に導入することによって開発途上国が急速に先進

国に近づ く可能性も出てきている。例えば,国 土に多数の島々を抱えていた

り,広 大な国土のため通信網の構築が遅れている場合に,通 信衛星を利用 し

て国内通信網を作 り上げることな どが可能となってきている。 こ の た めに

は,開 発途上国が先端技術を積極的に導入できるような条件を整備すること

が必要である。
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第3節 国際機関における通信分野の国際協力

グ百一パルな通信ネットワークを形成するためには,各 国の技術基準,運

用基準を統一す ることが必要であるように,通 信にとってはその性格上,国

際協力は不可欠のものである。

近年における情報通信の役割の増大に伴い,国 際機関における国際協力の

取組が重要 となってきている。

1国 連開発計画(UNDP)

UNDPは 開発途上国の社会,経 済の開発促進の ため,技 術援助を 行 うこ

とを目的としてお り,国 連及び国連の専門機関からなる国連システムの行 う

技術協力活動の中軸となるものである。

第1-2-6表UNDPに 対する主要各国の拠出状況

(単位:百 万ドル)

1980年

順位陣 名1錨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

米 国

オ ラ ン ダ

ス ウ ェー デ ン

西 独

デ ンマ ー ク

ノー ル ウ ェー

日 本

カ ナ ダ

英 国

フ ラ ン ス

126.1

78.5

76.6

61.9

58.6

48.0

41.0

35.2

34.9

25.1

総 額171・ ・

躰 の拠出割合 匡 ・%

1981年

順位 国 名蘭
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

米 国

オ ラ ン ダ

ス ウ ェー デ ン

ノ ール ウ ェー

西 独

デ ンマ ー ク

日 本

カ ナ ダ

英 国

フ ラ ン ス

125.8

63.9

62.6

48.8

47.6

47.1

45.9

37.7

34.2

23.7

総 額673.6

・本 の拠出割合1・ ・%

1982年

順位陣 名 降 額

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

米 国

オ ラ ン ダ

ノール ウ ェー

ス ウ ヱー デ ン

日 本

西 独

カ ナ ダ

デ ンマ ー ク

英 国

フ ラ ン ス

128.2

61,5

55,1

53.1

51.4・

46.4

41.8

39.3

32.6

26.1

総 額1・ …

・本の拠出割合 レ ・%

UNDP資 料 に よる 。
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UNDPの 活 動 資 金 は,各 国 の 任 意拠 出金 に よ って まか な わ れ てお り,毎

年,秋 に 国 連 本部 で 開か れ る 「拠 出誓 約 会 議 」 で,各 国 の 拠 出金 が 誓 約 さ

れ,拠 出 され る。 拠 出総 額 は,1982年 で674.9百 万 ドル で あ り,日 本 は そ の

7.6%の51.4百 万 ドル を拠 出 して い る。 日本 は額,拠 出 割 合 と もに 伸 び て は

い るが,日 本 の1980～82年 度 の 国連 通 常 予 算 分 担 率9.58%と 比 べ て も,そ

の分 担 比 率 は まだ 低 い(第1-2-6表 参 照)。

技 術援 助 の 対 象 とな る プ ロジ ェ ク トの 実 施 に は,国 連 の専 門機 関 が 当た る

こ とが 多 く,通 信 分野 の プ ロ ジ ェ ク トは,UPUやITUが そ の 実 施 機 関 と

な って 活 動 して い る。

UNDPの 資 金 に よ る各 実 施 機 関 の 援 助 実績 は 第1-2-7表 の とお りで

第1-2-7表 UNDPの 機関別援助実施状況

(単位 百万 ドル)

一ll98・
国 連(UN)

国際労働機関(ILO)

国連食糧農 業機 関(FAO)

国連教育科学文化機関
(UNESCO)

世界保健機関(WHO)

国際民間航空機関(ICAO)

世 界気象機関(WMO)

国際原子力機 関(IAEA)

国際海事機関(IMO)

国際電気通信連合(ITU)

国連開発計 画(UNDP)

国連工業開発機関
(UNIDO)

国連貿易開発会議
(UNCTAD)

万 国郵便連合(UPU)

世 銀(WQrldBank)

そ の 他

83.6

56.2

167.1

53.9

22.7

36.1

9.9

4。4

5.8

27.0

53.8

56.9

15.8

3.6

29.0

44.0

厩
12.5%

8.4

24.9

8.0

3.4

5.4

1.5

0.7

0.9

4.0

8。0

8.5

2.4

0.5

4.3

6.6

1981

91.5

54.0

182.5

52.2

23.6

39。8

12.4

4.9

7.1

32.4

52.4

66.9

17.0

3.3

35.5

46.7

66・ ・ll… レ2・ ・

層成 比

12.7%

7.5

25。3

7.2

3.3

5.5

1.7

0.7

1.0

4.5

7.2

9.2

2.3

0.5

4.9

6.5

合 計 100.0

19821織i

85.1

51.1

141.1

44.5

20.0

35.3

11.8

4.3

6.8

25.1

46.8

67.6

14.5

2.0

39.2

56.8

13.1%

7.8

21.6

6.8

3.1

5.4

1.8

0,7

1.0

3.9

7.2

10.4

2.2

0,3

6.0

8.7

65・ ・11…

UNDP資 料 による。
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あ り,近 年 では,UPUとITUと の合 計 の 割 合 は,4～5%程 度 であ る。

2万 国郵便連合(UPU)

UPUは,加 盟 国か ら要 請 され る郵 便 に関 す る技 術協 力 に で き る 限 り参 加

す る こ と とな っ てい る(UPU憲 章 第1条3)。

1960年 代 に入 って ア ジア ・ア フ リカ の 開発 途 上 国 が 相 次 い でUPUに 加

盟 した 結果,そ れ ら開 発 途 上 国 の郵 便 事 業 を 育 成 し発 展 させ る こ とが 急 務 と

な った。 このた めUPUは1963年 以来,UNDPに 参 加 す る と と もに,そ

の 後 に お い ては,独 自の 資 金 に よる技 術 協 力 も行 っ て きて い る。

UPUの 技 術協 力活 動 は,UNDP資 金 に よ る もの が 中 心 で あ る。1981年

のUNDP資 金 に よ る プ ロジ ェ ク トと して は30か 国を 対 象 に した 国別 プ ロジ

ェ ク トや,ア フ リカ地 域(5件),ラ テ ン ・ア メ リカ地域(3件),ア ジア 太

平 洋地 域(4件)の 地 域 プ ロジ ェ ク トが あ る。

技 術 協 力 の具 体 的 活 動 とし て は専 門家 の 派遣,郵 便 セ ミナ の実 施 等 が あ る

が,最 近 の専 門 家 等 の 派遣 状況 は第1-2-8表 の とお りで あ る。

第1-2-8表UPUの 専門家等の派遣状況

(単位:人)

試1 197gl 1980 1981

専 門 家i ・・1 71 57

・ ソサ ル タ ・ ・1 42 441 46

UPU資 料 による。

3国 際電気通信連合(ITU)

ITUの 開発途上国に対す る国際協力は,電 気通信設備や 電気通信網の建

設や改善のための技術協力活動が中心であ り,そ の経費総額は年々増加して

いる。

lTUの 技術協力活動の資金源は,ほ とんどUNDP等 の外部資金に依存 し

ている。1981年 においては援助総額40,293千 ドルのうち,83%がUNDPか
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ら供給された資金である。その他,被 援助国が資金をITUに 寄託して技術

協力を受ける信託基金が15%,準 専門家(UNDPの プロジェクトに 従事す

る専門家への協力を任務 とする専門家)を 派遣する援助国がその経費を負担

する資金等が2%と なっている(第1-2-9表 参照)。

ITUが 実施する 技術協力の プ戸ジェクトとしては,お お む ね ①アフリ

カ,ア ジア,中 南米等の各地域における電気通信網の開発の推進,② 開発途

上国における電気通信の管理業務の強化,③ 電気通信関係の人材の育成の3

分野に分類され,専 門家の派遣,機 材の供与等が行われている。

第1-2-9表1TU技 術協 力活動 の資金源

(単位:千 ドル)＼
UNDP

信 託 基 金

準 専 門 家

そ の 他

197gt轍 比

2。,71679.5%

4,39116,8

7452.9

2120,8

ig801構 成比

27,540

4,935

864

14

82.6%

14.8

2.6

0,04

1981厭 比

33,3・282.7%

6,IO215.且

8812。2

80.02

計
1…6411…133,3531・ 。・・1・ ・,2931。 …

ITU資 料 に よる。

第1-2-10表ITUプ ロジェク ト形態別経費

(単位:千 ドル)＼
専 門 家 ・準 専 門 家

管 理 援 助 要 員

下請(サ ブ・コン トラク ト)

研修生(フ ェローシ ップ)

集 団 研 修

機 材 供 与

そ の 他

197gl轍 比

15,174

1,045

153

1,367

925

6,610

790

58.2%

4.0

0。6

5,2

3.6

25.4

3.0

19801轍 比

19,430

546

770

1,810

715

8,926

1,156

58。3%

1.6

2.3

5.4

2.1

26.8

3.5

198'1轍 比

20,739

1,952

1,217

1,981

且,068

12,011

1,325

51.5%

4.8

3.0

4.9

2.7

29.8

3.3

計
1・ …6411。 ・ ・33,3531・ ・ 。 …29311。 ・ ・

ITU資 料 に よ る 。
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第1-2-11図ITUの 主要国別専門家派遣状況

100人

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

93(114)

＼ ＼
_一 葡 英国

87(108)

62(72)

45(54)

39(42)⑧

66(79)

48(55)

39(48)③

73(99)

フ ラ ンス

58(71)イ ン ド

31(38)①

ス ウ ェー デ ン

39(55)③

12(13)

32(35)⑧

15(20)

西 独

33(35)⑫

18(20)米 国

1・一 、、日本

年

専門家総数(人)

1979・

497(584)

1980

525(630)

1981

582(727)

】TU資 料 によ り作成

(注)1.()内 の数字は派遣回数を示す。

2,西 独,ス ウェーデンは準専門家 を含んだ数字 であ り,○ 内の数字 が準専

門家数
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第1-2-10表 は 最 近 の プ ロ ジ ェ ク ト形 態 別 経 費 で あ るが,1981年 では

専 門 家 等 の 派遣 が 約 半 分 を 占め て い る。 専 門家 等 の派 遣 に つ い て は,技 術 協

力 活 動 の 拡充 と と もに,そ の数 が 増 え て きて お り,そ の派 遣 先 は ア フ リカが

多 く,次 い で ア ジ ア大 洋 州,中 東 等 の順 で あ り,専 門 家 の 国籍 は 英 国,フ ラ

ンス,イ ン ド等 が 多い(第1-2-11図 参 照)。

4国 際連合教育科学文化機関(UNESCO)

UNESCOは,教 育,科 学 及 び 文 化 を通 じて諸 国民 間 の協 力 を 促 進 す る こ

とに よっ て,世 界平 和 に貢 献 す る こ とを 目的 とし てお り,広 範 囲 で多 岐 にわ

た る事 業 活 動 を行 って い る。

1960年 代 に,ア ジ ア,ア フ リカの 新 興 独立 国 が大 挙 してUNESCOに 加 盟

した こ とに伴 い,UNESCOの 事 業 活 動 は,こ れ ら開 発途 上 国 の 開発 援 助 の

た め,教 育 と科 学技 術 に重 点 を 置 い て きた 。

また,最 近 で は,マ ス メ デ ィア宣 言,マ ク ブ ライ ド委 員 会 の活 動,あ るい

は,IPDCの 設立 にみ られ る よ うな コ ミュ ニ ケー シ ョンの 問題 に重 点 を 置 い

た 活 動 が 顕著 に な って きて い る。

最 近 に お け るUNESCOの 情 報 通 信 分 野 の 国際 協 力活 動 は,IPDCが 中 心

とな って 行 うこ と とな っ て い る。IPDCの 予 算 は 第1-2-12表 の とお り

第1-2-12表IPDC特 別会 計予算

(単位:千 ドル)諜
プ ロ ジ ェ ク ト実 施

PreparatoryAssistance

(フ ィ ー ジ ビ リ テ ィ調 査 等)

訓 練

IPDC活 動 推 進 費

1982

(最 初 の 予 算)

741

75

50

44

1983

1,662

91

109

50

予 算 総 額 910 1,912

IPDC資 料 に よ る。



第1-2-13表IBRD及 びIDAの 部門別貸付の推 移

(単位:百 万 ドル)

年 度

部 門

農業 ・農業開発

開発 金 融 公 社

教 育

エ ネ ル ギ ー

石油 ・天然 ガス・石炭

電 力

工 業

ノンプ ロジェク ト

人 口 ・保健 ・栄養

小 企 業

技 術 援 助

通 信

輸 送

都 市 開 発

上 下 水 道

1980

IBRDIIDA
1,700。4

743.0

360.1

328.5

!,584.5

393.5

280.0

65,0

222.0

66.0

1,205。0

249.8

446.4

1,758。0

74.5

80.Q

128.5

807.8

29.0

242.5

78.0

38,0

13。0

65,0

239.5

99.O

l84.7

合 計 レ64・ 小83・ ・

合計に対する通信の
比率(%)

0。9 1.7

合 計

3,458,4

817.5

440.1

457.0

2,392.3

422.5

522,5

143,0

260.O

l3.O

l3i.0

1,444.5

348.8

631.1

11,481.7

1,1

1981

IBRD IDA吟 計

2,406.O

l,042.0

374.6

564,0

1,282.5

456.5

789.O

l2.5

157.5

49.5

782.3

459.0

433.5

1,357.0

70.5

360.7

95.5

40.5

409.7

223.0

71.5

81.6

329.2

299.8

42.0

101.1

3,763.0

1,112.5

735。3

659.5

1,323.0

866。2

1,012.O

l2.5

229.0

131.1

329.2

1,082.1

501.0

534,6

・・…1・ … 神 ・29・ ・

9.5 2.7

且982

IBRD IDA

2,180.2

957。8

428.4

720.6

1,432.9

910.4

99Q,7

13.0

228.0

24.8

338.3

1,379.5

324.8

4QO.2

898.2

135.5

98.0

45.7

698.3

49.0

250.0

23.0

57.7

47.7

57.5

234,7

50.0

41,0

合 計

3,078。4

1,093.3
卜◎

526,4

766。3

2,131.2

959.4

1,240.7

36.0

285.7

72.5

395.8

1,614.2

374.8

441.2

1・・・…1・ ・68・・1脳 ・

へ

冥

刈1

メ
7

"1

1

伴

圖

3.3 2,1

世界銀 行年次報告資料 による。

3,01
9

1
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で あ り,1983年 度 の予 算 総 額 は,191万 ドル とな って お り,前 年 度 の91万 ド

ル に 比 べ て2倍 以上 の伸 び を 示 して い る。 な お,IPDCの 承 認 プ 目ジ ェ ク ト

と して は,ア ジ ア ・太 平 洋 ニ ュース 網(ANN)の 通 信 関 係 研 修 プ ロジ ェ ク

トや ア ジア ・太 平 洋 フ ィル ム保 管 セ ンタ の映 画,ビ デオ フ ィル ム交 換 の イ ン

フ ラス トラ クチ ャー整 備 プ ロ ジ ェ ク ト等 が あ る。

5そ の他

そ の他,国 際 復 興 開 発 銀 行(IBRD),国 際 開発 協 会(IDA)等 の 国際 開 発

金 融 機 関 も通 信 分 野 に対 す る貸 付 を 行 って い る。

IBRD,IDAの 通 信 分 野 に 対す る貸付 が援 助 プ ロジ ェ ク ト全 体 に 占 め る割

合 は,1982年6月 ま で の累 積 ベ ー スで2.5%で あ る。

な お,最 近 の貸 付 実 績 は 第1-2-13表 の とお りで あ る。

第4節 我が国における通信分野の国際協力

1我 が国における通信分野の国際協力の現状

(1)通 信分野の国際協力

通信分野の国際協力の意義については,次 のことが挙げられ る。

① 国際相互理解の促進

通信分野における通信インフラス トラクチャーの南北格差とそれに伴 う情

報流通の不均衡は,南 北間の相互理解を促進する上での障害となっている。

このようなことか ら開発途上国の通信機能の充実のための国際協力は,国 際

相互理解の促進を図る上で主要な役割を果たすものである。

② 技術先進国としての役割

通信インフラス トラクチャーは,す べての国の社会的,経 済的発展にとっ

て不可欠の要素である。我が国は,電 気通信やコンピュータ等エ レクトロニ

クス分野,特 にハー ドウェアに関する技術については,世 界の先進国の一っ
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であり,電 話,テ レビ,新 聞等の情報通信メデ ィアの普及発展状況において

も,世 界の最高水準にある。こうした技術と蓄積をもって,開 発途上国の通

信イソフラス トラクチャーの整備に協力し,技 術移転を図ることにより,開

発途上国の経済社会の安定発展に貢献する必要がある。

③ 通信分野の近代化の経験

我が国は,明 治以降通信イソフラス トラクチャーの整備 ・拡充に取 り組ん

できた。こうした経験 とノウハウを開発途上国の通信イソフラス トラクチャ

ーの整備 ・発展のために活用することができる立場にある。

(2)政 府開発援助(ODA)

ODAは,第1-2-14表 のとお り,相 手国政府 との合意に基づ く二国間

協力と国際機関に対する出資 ・拠出等の多国間協力に分けられる。さらに,

二国間協力は,資 金協力(無 償資金協力,政 府直接借款)と 技術協力に大別

できる。

我が国の通信分野のODAの 二国間協力について,以 下概観す る。

ア 資 金 協 力

(力 無償資金協力

無償資金協力とは,開 発途上国に対し返済i義務を課さずに資金を供

与する形態の援助であ り,無 償資金協力の うち,文 化無償協力,食 糧

援助等を除く一般無償資金協力に占める通信関係の割合は,第1-2

第1-2-14表 政府開発援助の分類

藩δ

嬰・

誘さ

く諜羅 雛)
多国間 国際機関に対する出資 ・拠出等(UNDP,IBRD等)
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一15表 の とお りとな
って い る。

第1-2-15表 分野別一般無償資金協力実績

(金額:億 円,シ ェア:%)

分 野

会計年度

実 績

医 療

教 育 ・研 究

農 業

民 生 ・環 境 改 善

通

(う

エ ネ

信 ・運

ち 通

ノレ

輸

信)

ギ ー

55

金 額1・ ・ア

129.3

66.5

72.89

132.71

149.35

(30.85)
5.5

23.2

12.O

l3.1

23.9

26.8

(5.5)
1.0

56不
249.3

137.9

28.5

130.5

107.7

(33.9)

31.5

36.4

20.1

4.2

19,0

15.7

(49)
4.6

57可
266.35

93.3

107.3

135.15

140。6

(84.5)

5.5

35.6

12.5

14.3

18.1

18.8

(ll.3)
0.7

計
1556・25レ …1685・41・ …174・ ・ll…

外 務省資料 に よる。

(注)債 務救済は除 く。

(イ)政府直接借款

政府直接借款とは,通 常 「円借款」 と呼ばれ,経 済イソフラス トラ

クチャー分野のプロジェク ト借款が中心となっている。通信分野のプ

ロジェク ト借款は,年 々増加傾向にあ り,全 体に占める割合は57年 度

で1L3%と なっているが,陸 運や電力分野のプロジェクト借款の全体

に占める割合よ り小さい(第1-2-16表,第1-2-17図 参照)。

イ 技 術 協 力

技術協力は,開 発途上国における技術の普及あるいは技術水準の向上

を目的として行われるものであ り,研 修員の受入れ,専 門家の派遣,開

発調査の実施,海 外技術協力センタの設置 ・運営等を通じて,開 発途上

国の社会経済の担い手 となる人材の養成を行 うものである。

我が国のODAに 占める技術協力の割合は,近 年10%前 後であ り,

DAC諸 国平均の約20%と 比し半分程度にすぎない。

(ア)研 修員の受入れ
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第1-2-16表 分野 別 プ ロ ジ ェク ト借 款 実績

(金額:億 円,シ ェ ア:%)

分 野

会計年度

(農林水産業)

濃… 業

水 産 業

灌 概 ・治 水

(鉱 工 業)

鉱 業

工 業

(経済 イ ンフラ)

陸

海

航

電

ガ

通

運

運

空

力
ス

信

(社会 イ ンフ ラ)

(そ の 他)

1980

金 劉 ・・ア

(236)

61

0

175

(575)
230

345

(3,294)
802

662

280

1,219

66

266

(55)

(210)

(5,4)

1.4

0

4.0

(13。2)

5.3

7.9

(75.4)

18.4

15.1

6.4

27.9

1.5

6.1

(1.3)

(4.8)

1981

金 刎 ・・ア

(565)

178

38

349

(987)
0

987

(2,907)
620

672

142

1,124

0

349

(60)

(45)

(12.4)

3.9

0.8

7,6

(21.6)

0

21.6

(63.7)

13.6

14。7

3.1

24.6

0

7.6

(1.3)

(1.o)

1982不

合 計 4,370 100 4,565

<未 定〉 <6> i <o>

(606)
256

36

314

(520)

62

458

(3,524)
1,282

152

169

970

404

547

(163)

(16)

(12.5)
5.3

0,7

6.5

(lo,8)

1.3

9.5

(73.0)
26.5

3.1

3.5

20.1

8.4

11.3

(3.4)

(o.3)

1・・ 巨8291・ ・

〈 ・>1

※主 な対象分野の内容

。農業:農 業総合開発,農 村開発

。灌概 ・治水:灌 概,治 水,洪 水制御

O工 業:肥 料工場,製 鉄所

。海運:港 湾建設,船 舶

。電力:水 力,火 力,地 熱発電,送 配電

。通 信:電 話網整備,マ イ クロウェーブ施設

りその他:医 療施設,教 育施設

外務省資料 による。

。水産業:漁 業基地整備

o鉱 業:石 油開発,鉱 山開発

o陸 運:道 路,鉄 道,橋 梁建設

。航空 二空港建設

oガ ス:ガ ス開発

c社 会イ ンフ ラ;上 ・下水道整備

開発途上国の通信関係技術者を,我 が国の研修施設に受け入れ,人

材の育成を行 うものである。通信関係設備は,設 置後の運用,保 守に

おいても高い技術力を必要とすることから,こ うした研修は大きな役
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割を果たしている。通信関係の研修員の受入れ実績及び全体に占める

割合は,第1-2-18図 のとお りである。

(イ)専 門家の派遣

我が国の通信関係の専門家を開発途上国へ派遣 し,現 地で職員の訓

練,通 信関係施設の建設,保 守及び運用面の指導,開 発計画の企画,

助言を行 うことにより,通 信関係技術の移転を図るものである。通信

関係の専門家の派遣実績及び全体に占める割合は,第1-2-19図 の

とお りである。

㈲ 開 発 調 査

開発途上国の通信関係の開発計画について調査を行い,プ βジェク

トを選定した り,緊 急妥当性の観点から特定プロジェクトの可否を判

断するための基礎資料を得るために行われ るものである。通信関係の

開発調査の実績及び全体に占める割合は,第1-2-20図 のとお りで

ある。

←)そ の 他

通信関係の技術協力には,上 述のほか,通 信関係機材の供与,開 発

途上国において,技 術者の養成やその国の実情に合った研究開発等を

行 うために設置される海外技術協力センタ事業への協力がある。

(3)そ の他の国際協力

その他の国際協力には,民 間部門が営利を 目的として長期にわたる資本取

引を行 うもの,例 えば,通 信機器メーカの行 う直接投資,通 信機器の輸出に

際し,そ の代金の分割払いを認める輸出信用等がある。開発途上国は,自 国

の通信インフラス トラクチャーの建設には,先 進国で製造された機器を用い

る場合がほとんどであ り,我 が国の民間通信機器メ・一力は,通 信機器の輸出

を通じて,そ の国の通信網の設計,建 設,保 守,運 営に協力している。 もと

より,こ うした活動は企業活動であるので,政 府や国際機関のそれとは同列

に論じられないが,開 発途上国への技術移転とい う観点からす ると,非 常に

大きな役割を果たしている。
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また,電 気 通 信 網 等 の 通信 イ ン フ ラス トラ クチ ャーは,高 度 に進 歩 した エ

レ ク トロニ クス 装 置 の 結 合 で あ り,開 発 途 上 国 に あ っ ては,こ の種 の プ ロジ

ェ ク トの 推 進 に は,計 画 の策 定 か ら シス テ ム完 成 後 の保 守,運 用 の訓 練 に至

る ま で の先 進 国 に よ る一 貫 した コ ンサ ル テ ィン グが求 め られ て い る。

欧 米 諸 国に お い て は,通 信 分 野 で コ ンサ ル テ ィン グ会 社 等 を 通 じて民 間 ベ

ー ス の 国際 協 力 が 活発 に行 わ れ てお り,我 が 国 で は,こ うした 要請 に応 じ る

た め,い くつ か の 民 間 コン サ ル テ ィン グ機 関 が活 動 して お り,今 後 の発 展 が

期 待 され て い る。

2総 合的,計 画的な国際協力の推進

国際協力の現状については,こ れまで述べてきたとお りであるが,社 会経

済の発展に不可欠の要素である通信インフラス トラクチャーの南北格差には

著しいものがあ り,開 発途上国の発展の大きな阻害要因となっている。

電気通信,コ ンビ凸一タ等の技術分野において世界の先進国である我が国

は,開 発途上国の通信インフラス トラクチャーの発展のために,次 の点に配

慮しつつ,通 信分野の国際協力の拡充 と強化に向けて一層の努力を払 うべき

である。

① 通信分野における開発途上国への国際協力については,開 発途上国の通

信インフラス トラクチャーの整備 ・拡充が果たす役割の重要性 にか ん が

み,国,通 信事業者,通 信関係製造業老等の国際協力を含めた総合的,長

期的な見通しに立った国際協力を推進する必要がある。

また,そ の際には国際協力の効果を高めるため,開 発計画の策定やプロ

ジェクトの選定の段階から,完 成後の保守 ・運用の訓練 まで一貫した協力

を行っていく必要がある。

② 通信分野の技術は,日 々進歩してお り,こ うした中で技術協力の実施に

あたる人材の確保が,大 きな課題となっている。このため,国,通 信事業

者,通 信関係製造業老等においては,従 来にも増してこの分野での人材の

養成,活 用を図る必要がある。
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③ 開発途上国における通信イソフラス トラクチャーの整備のためには・電

気通信網の管理,運 営,保 守等にあたる高度な技術者を多数養成する必要

がある。

そのために我が国としては,現 地の教育施設及び教育内容の充実への支

援や海外からの研修員の教育訓練等を行 うための訓練機関の整備 ・拡充を

積極的に推進することが望まれて いる。 こうした人材の養成に あた って

は,乏 しい資源の中,人 的資源を財産として急速な近代化を図ってきた我

が国の経験が大いに活用されるべきものといえる。

④ 開発途上国において,真 に有効な通信インフラス トラクチャーを構築す

るためには,そ の国の環境や農村地帯等の地域の実状に見合った経済的な

システム ・機器の開発を行 うことが重要である。

こうした開発の努力の例として,58年9月 に開かれた 「アジア ・太平洋

電気通信東京会合」で行われた国際電気通信衛星機構(イ ンテルサ ット)

事務局長の報告によれば,広 範囲な地域に散在する小容量の通話の需要に

対応する開発途上国のルーラル ・コミュニケーションシステムとして,イ

ンテルサ ットは,小 さな低コス トの地球局を設置して低密度電話サービス

(LowDensityTelephonyService)を 提供することを検討している。

我が国としても,こ うした開発途上国の実態に適合 したシステムの開発

及び支援に力を入れることが望まれている。

第5節 情報通信の国際化への対処

以上の節において,情 報通信に関する国際的動向と国際協力について述べ

てきたが,本 節においては,こ うした国際的な動向を踏まえた上で,情 報通

信分野における我が国の国際的地位 とそれに伴 う問題を記述する。
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1情 報通信分野における我が国の国際的地位

(1)国 際化の進展

我が国は,明 治以来,欧 米先進国の物質的豊かさへのキャッチアップを目

指 し,近 代化と産業社会の形成に力を入れてきた。この過程においては,エ

ネルギー,食 料,原 材料等資源の多 くを海外に求め,さ らに製品市場につい

ても海外に依存し発展してきた。

この結果,国 土面積では全世界の約0.3%,人 口では約2.7%を 占めるに

す ぎない 我が国は,今 や 世界の貿易に 占める割合でみると,輸 出は 約7.0

%,輸 入は約7.4%と な り,さ らに全世界のGNPの 約10%を 占める経済

大国にまで成長するに至った(第1-2-21表 参照)。

我が国のこうした国際社会 とのつなが りは,経 済面のみならず情報通信分

野においても強まってきている(第1-2-22図 参照)。

(2)我 が国を中心とした情報流通

情報流通の活発化は,国 際相互理解にとって基本的要請である。特に,国

際社会に依存することの極めて大きい我が国としては,円 滑な情報流通の確

保は極めて重要である。 しかし,我 が国を中心 とした情報流通には次のよう

な問題がある。

第1-2-21表 世界における我が国の位置付け

(単位:%)

国 名

日 本

米 国

英 国

フ ラ ン ス

西 独

面 積

0.3

6.9

0.2

0,4

0.2

人 口

(1979年)

2.7

5,1

1.3

1.2

1.4

GNP

(1980年)

10.0

25,2

5.O

6.3

7.9

世界貿易(1980年)

輸 出 隔 入

7.0

11,8

5.9

6.2

10.3

7.4

13.4

6.0

7.0

9.8

世界経済 白書(57年 度版)等 によ り作成
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第1-2-22図

o

輸出入額

海外旅行者・訪日外国人数

外 国郵便物数

(差立,到 着)

国際加入電信取扱数
(発着及び 中継)

国際電話取扱 数
(発着及び中継)

国際テレビジョン伝送取扱数
(送受信)

論

通信分野 におけ る国際交流の増加状況(57年 度)

5001,000手 旨数

520

278

121

573

877

47年度=100

1,377

(注)輸 出入額,海 外旅 行者 ・訪 日外国人数は,暦 年 による指数

我が国においては,郵 便,電 話,放 送等 の 通信 イソフラス トラクチャー

は,高 度に普及,発 展してお り世界の最高水準にある。特に,電 気通信や コ

ソピュータ等エ レク トロニクスに関する技術については,世 界の先進国の一

つである。 この ように通信インフラス トラクチャーの整備の面では,最 も進

んだ国の一つであるが,反 面,日 本を中心 とした情報の流れをみると,我 が

国は,輸 入超過国であ り,そ の意味では,開 発途上国と同種の問題を抱えて

いるといえる(第1-2-23図 参照)。

このような背景としては,明 治以降,我 が国の近代化と産業社会の形成へ

の取組が,西 欧先進国の科学技術や文化の吸収を大 きな目標と し て進 めら

れ,我 が国からの情報発信が不十分であったことが挙げられる。

しかし,世 界経済に占める割合が高 くな る の に 伴い,情 報通信の分野で

も,経 済規模にふさわしい貢献が求められるようになっている。

さらに,我 が国を中心とする情報流通は,流 出入の不均衡に加え,地 域的

不均衡も大きい。すなわち,我 が国の情報の流れは,欧 米に偏ってお り,近

隣のアジア諸国との情報流通は,こ れに比べて 乏しい(第1-2-24図 参

照)。

我が国は,特 に近隣のアジア諸国との友好協力関係を強化し,様 々なメデ
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通信 インフラス トラクチ ャーと国際協力

情報通信分野の情報流通 の状況 〔出入〕

50

一77一

100%一
書 籍 翻 訳

(1978年)
・点・巨こ=コ

国際テレビジョン伝送時間(分)

〔送 受信 〕(1982年 度)
15 85

、
、

外 電 ニ ュ ース(語)

〔送 受 信 〕(1982年 度)一 ゴ
出(送 信、

ユネス コ文化統計年鑑(1982)等 に より作成

入(受 信)

第1-2-24図 情報通信分野 の情報流通の状況 〔対地別〕

050 100%

出 版 物 輸 出 入(金 額)

(1981年)

ア ジア

14

北 アメ リカ

40

ヨ ー ロ ツノく

34

＼

その他

12

＼
＼

、
、

国際テレビジョン伝送時間(分)

〔送 受信 〕(1982年 度)
15 53 25 7

、

＼
、 !

ノ
/

放送番組輸出入(放送時間比)

(1980年)
1gl 47 20 14

大蔵省関税局の資料等により作成

イアを通じて交流を深めることが重要である。また,そ れとともに,日 本を

含めたアジアの文化や思想を他の地域に紹介するため,ア ジアからの情報発

信を活発化することが重要である。

それによって,ア ジア文化や 日本文化に対す る世界の理解と認識を促進す

ることにより,国 際間の相互理解が深められることになる。

また,社 会経済や科学技術等に関する情報,特 にコンピュータに より処

理 。蓄積された情報については,一 部の先進国へ集中する傾向があ り,我 が
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国は質量 ともに豊富な米国のデータベースの利用が盛んである。今 日,情 報

は一国の社会経済の発展にとって不可欠なものとなってお り,情 報の過度の

他国への依存は問題がある。

2国 際情報流通をめ ぐる問題

日本が海外から正しく理解され,国 際社会の一員として国力に応 じた貢献

を行ってい くためには,日 本と外国との情報流通を拡大し,均 衡のあるもの

に是正する必要がある。

特に,近 年,外 国と日本との間の相互理解や認識のギャップが貿易摩擦等

の一因となっていると指摘 されてお り,こ れらの問題の解決のためにも,我

が国は,情 報蓄積 ・発信機能を拡充 ・強化することが必要となっている。

(1)国 際 放 送

我が国の国際放送は,現 在,NHKが 「ラジオ日本」として 短波で行って

お り,57年 度では,世 界の18地 域及び全地域に向けて21言 語で週当た り259

時間実施されている。 こうした国際放送は,我 が国の政策,国 情等について

正確な情報を諸外国に提供 し,我 が国に対す る正しい理解 と認識を深めるた

めの有力な手段となっている。

また,我 が国の国際放送は,在 外邦人にとって我が国か らの情報を得る手

段として重要な役割を果たしているほか,日 本語学習番組や日本語放送を通

じて日本語の普及に役立っている。

しかし,我 が国の国際放送は次のような問題を抱えている。第1に,国 内

送信所は送信規模が小さく設備が老朽化 しており,ま た,海 外中継局は,ポ

ル トガルのシネスの1箇 所(1日1時 間の借用)の みであ り,送 信体制が弱

体であること,第2に,海 外における受信状況は,電 波の混信,減 衰等によ

り我が国から遠隔地域であるヨーロッパ,北 米東部,中 南米,中 東,ア フリ

カ,南 西アジア等において受信不良となっており,ま た,近 隣地域において

も外国の送信出力が強いため,我 が国の国際放送は,相 対的に聴こえにくく

なっていること,第3に,我 が国の国際放送の 規模 をVOA(米 国),英 国



第2章 通信 イ ンフラス トラクチ ャーと国際協カ ー79一

放 送 協 会(英 国)と 比 べ る と,送 信 出力 が1/16～1/24,放 送 時 間 が1/3～

1/4,運 営経 費 が1/5～1/6と 大 幅に 下 回 って お り,さ らに,ド イ ッチ ェ ・ベ

レ放 送 協 会(西 独)と 比 べ て も送 信 出力 が1/9,放 送 時 間 が1/2,運 営 経 費

が1/6と な って い る(第1-2-25表,第1-2-26図 参 照)。

こ の よ うな 現 状 に 対 して 国際 放 送 の拡 充強 化,受 信 改 善 につ い て各 方 面 か

らそ の必 要 性 が 指 摘 され,具 体 的 対 策 が 要請 され てい る。

58年3月 の 「国際 放 送 に 関す る調 査 研 究会 」 報 告 は,国 際放 送 の改 善 に 関

し,次 の よ うな 提 言 を 行 って い る。

① 国 内送 信 所 の 整備 ・増 力を 実 施 し,ア ジア,大 洋 州 等 の近 隣 地 域 向 け 放

送 の 受 信 改 善 を 図 る と とも に,あ わ せ て海 外 中 継 局 に対 す るバ ッ クア ップ

機 能 を 維 持 す る。

② 海 外 の 数 箇所 に 中継 局 を 確 保 し,遠 隔 地 域 向 け放 送 の受 信 改 善 を 図 る。

③ 国 内送 信 所 の整 備 ・増 力 と海外 中継 局 の 確 保 は,現 在 の受 信 改 善 の緊 急

性 を考 慮す る の と 同時 並 行 して進 め てい くこ とが必 要 で あ る。

この 提 言 を 受 け て,58年 度 に は,ア フ リカ の ガボ ン,中 南 米 の パ ナ マ に 中

継候 補 地 を探 るた め の 調 査 団 を 派遣 す るな ど して い る。

(2)放 送番 組 の 交 流

ア.国 際 二 凸一 ス交 換

放 送番 組 の 中で も,二 晶 一ス は最 も即 時 性 を要 す る ことか ら,衛 星 中継 に

よ る交 流 が 中心 とな って い る。 現 在,NHKと 民放 在 京4社 に よ り 衛 星 中

継 ニ ュー ス プ ー ルが 結 成 され て お り,イ ンテ ル サ ッ ト衛 星 を 経 由 し て 定 時

に ア メ リカ及 び ヨー ロ ッパ か ら テ レ ビ ニ ー一ス 素 材 が 伝送 さ れ て き て い

る。 また,重 大 な 二"一 ス につ い て は 随 時衛 星 に よ る伝送 が行 わ れ て い

る。

しか し,テ レ ビニ ュ ース の交 流 に つ い て も,い くつ か の 問 題点 が指 摘 され

てい る。 第1に,受 信 が送 信 を は るか に上 回 って お り,約6倍 と な っ て い

る。

第2に,衛 星 に よる 国際 ニ ュース の交 換 シ ステ ムが確 立 され て い るの は 欧



第1-2-25表 主要国の国際放送実施状況

国 名

日 本

米 国

ソ 連

英 国

フ ラ ン ス

西 独

実 施 機 関

日 本 放 送 協 会

V O A

ラ ジ オ フ リ ー ヨ ー ロ ヅ パ

・ラ ジ オ リバ テ ィ

国 家 放 送 委 員 会
(モス クワ放送 ほか)

英 国 放 送 協 会

ラ ジオ 。フ ラ ンス ・イ ン

ター ナ シ ョナ ル

ド イ ッ チ エ ・ベ レ

放 送 協 会

送 信 施 設

短 波10台lookW×8
50kWx2

海 外 中 継 局1か 所(時 間借 用)

短 波97台500kWx6
250～300kW×48

35～200kW×43

中 波8台(50～1,000kW)

海 外 中 継 局12か 所

短 波54台250kW×20
100kW×17

50～20kW×17

中波1台150kW×1

海 外 中 継 局5か 所

短 波200台 以 上

(50～500kW)

そ の他 中 波

短 波66台250kW×24
7.5～100kWx42

中 波 ・長 波VHF13台(
5～750kW)

海 外 中 継 局7か 所

短 波20台500kW×8
100kW×12

海 外 中 継 局1か 所(時 間 借 用)

短 波27台500kW×8
250kWxg

50～lookWx10

中波1台600kW×1海 外 中 継 局
5か 所

放送時間(
週)

時 間 分

259:00

95715

1,024:00

2,015:00

711:00

呈19:00

593:00

使用言語

21

42

21

80以 上

37

6

34

運 営 経 費

41億6,390万 円

(58年 度)

lO,667万 ドル

(約267億 円)

(57年)

8,650万 ドル

(約217億 円)

(57年)

不 明

6,290万 ポ ン ド

(約222億 円)

(56年)

約9,000万 フ ラ ソ(約
32億 円)

(57年)

23,400万 ドイ ツマ ル ク

(約235億 円)(
57年)

1

8

1

一



国 名

西 独

ス イ ス

オ ラ ン ダ

オ ー ス トラ リア

中 国

韓 国

マ レ イ シ ア

実 施 機 関

ドイ ッチ ェ ラン トフ ン ク

放 送 協 会

ス イ ス 放 送 協 会

オ ランダ国際 放 送 協 会

オース トラ リア放送委員

会

国 際 広 播 電 台

韓 国 放 送 公 社

マ レイ シ ア 国 営 放 送

送 信 施 設

長波2台
中波6台

500kW×2

800kW×1

700kW×1

600kW×1

200kW×1

100kW×2

短波16台 500kWXl

250kW×10

100kWx5

短波10台300kWx4
100kW×4

50kW×1
10kWXl

海 外 中継 局2か 所

短波13台 250kW×1

100kWx7

50kW×3

10kW×2

短 波70台 以 上

(50～500kW)
そ の 他 中波

短波8台

その他中波

250kW×2

100kW×4

50kWxl

lOkW×1

短波5台

中波

500kWx2

100kW×2

50kWXI

600kW×1

放送時間(
週)

213:30

162:45

287:00

333:00

約
i,441:00

329:00

140:35

使用
言語

14

9

7

10

44

10

8

運 営 経 費

不 明

1,120万 ス イ ス フ ラ ン

(約11億 円)

(57年)

5,000万 ギ ル ダ ー

(約46億 円)

(57年)

575万 オ ー ス トラ リア ドル

(約14億 円)

(54年)

不 明

不 明

不 明

吋

へ

《

Ψ

メ
7

"1

1

伴

圖

1

鉾

1
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第1-2-26図 八俣送信所か らの国際放送受信状況
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米 との 間 のみ であ り,近 隣 の ア ジア 諸 国 との 間 で は,こ の よ うな ニ ュー ス交

換 シス テ ムが 確 立 され て い な い 。

この うち第2の 点 につ い て は,58年3月 に ア ジ ア太 平 洋 放 送 連合(ABU)

加 盟 メンバ の間 で,世 界 コ ミュー ケ ー シ ョン年 を 記 念 して,衛 星 に よるテ レ

ビニ ュ ース の交 換 が 試 行 され た。 今後,ア ジ ア各 国間 に お け る本 格 的 な 二 義

一ス交 換 シス テ ムを 確 立 す る こ とが 必要 で あ る。 この た め に は ,技 術 者,専

門 家 の養 成 が大 きな 課 題 と され て お り,教 育 研 修 施 設 の 整 備,専 門 家 養 成等

に 対す る我 が 国 の協 力 の充 実 が 求 め られ て い る。

イ,放 送 番組 の輸 出入

ニ ュース 以 外 の番 組 の交 流 は,通 常,フ ィル ムや ビデ オ テ ー プの空 輸 に よ

って 行わ れ て い る。 我 が 国 と外 国 との こ うした 番 組 の 輸 出 入 をみ る と,放 送

時 間 数 に して,輸 出4,585時 間(1980年)は 輸 入2,332時 間(1980年10月 ～

1981年9月)に 比べ 約2倍 とな って い る。

輸 出 の うち,主 とし て 日系 人 の た め の 日本語 放 送 が1,236時 間,ア ニ メ ー

シ ョンが2,500時 間 を 占め て お り,こ れ らを除 外 して 考 え る と,輸 出は 輸 入

の1/3に 逆 転す る(第1-2-27図 参 照)。

また,地 域 別 に み て も,輸 入 番 組 の97%が 北 米,西 ヨ ー ロ ッパか らの もの

で 占め られ て お り,地 域 的 に も不 均 衡 が 大 きい(第1-2-28表 参 照)。

第1-2-27図 輸出番組の内容 一 日本語放送,外 国語放送一

(1980年,輸 出契約)

0 10 20 30 40 50%

アニメーション旺=============================================コ56
ド ラ

教 育 ・教 養 目======コ12

音 楽 臣]2

ス ポ ー ツ 國]2

蓑凸一翻 ,本語潔 扁 放送

NHK資 料 に よ る。
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番組輸出には,翻 訳の手間と費用,著 作権等が大 きな障害となってお り・

こうした 問題を 解決して輸出を 行 うための機関の充実が 望まれている。 ま

た,番 組制作に当たって,あ らかじめ輸出が容易となるような措置を講じる

第1+28表 地域別放送翻 ・と(出 演契約・音楽使用欝)が 今

輸入状況 後の課題といえる。
一放送時間量比一 さらに

,近 隣アジア諸国との関係で

地 域[比 率 は,ア ジ略 国の国民が概 の文化や

北 ア メ リ カ

西 ヨ ー ロ ツ バ

東 ヨ ー ロ ツ パ

ア ジ ア

オ セ ア ニ ア

78.1%

19.3

1.3

1.0

0.3

NHK資 料による。

(注)1980年io月 から1981年9月 まで,
関東地方のテレビ局7局 により放送
された外国制作の テレビ番組であ
る。

い くつかの組合せで,番 組共同制作が進められている。

しかしながら国によって番組制作能力には格差があ り,開 発途上国におけ

る番組制作能力の向上のための研修機関の整備等の国際協力が我が国に求め

られている。

(3)海 外広報等

放送のほか,国 際的な情報交流は,様 々な分野で行われている。

例えぽ,政 府の海外広報について みると,我 が国の広報予算,人 員は米

国,英 国,西 独等 と比べて著 しく少ないのが現状である(第1-2-29図 参

照)。

教育 も情報交流の重要な手段であるが,欧 米の教科書をみると,日 本の記

述がごくわずかであった り,日 本に関する誤解に基づ くものがある。また,

欧米でも教科書だけでなく教育資料を使 うことが多 くなっているが,日 本に

関しては教育資料もほとん どない状況である。

伝統に対する理解と認識を深めるため

に,番 組の共同制作を一層促進するこ

とが求められている。それとともに,ア

ジア各国のす ぐれた文化 ・思想を他の

地域へ紹介するための番組の制作に,

各国が,一 致協力して取 り組むことが

重要である。58年 に おいては,ABU

加盟国間で目本とバングラデ ィシュ等
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第1-2-29図 各国 の海外広報予算と広報関係人員

(本部のみ)
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160ダ
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1,000

天
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外務省資料に よる

(注)1.56年 度資料に よる。 ただ し,英 国は54年 度 の数

値 である。

2.フ ラソスは このほか,毎 年六百億円以上 の文化

交流予算が,英 国は五百数十億円の文化振興予

算 がある。

ニ ュー ス の輸 出入 を み て も,我 が 国 の 通信 社 へ 入 って くる外 国記 事 の総 量

が1日 約71万 語 に 対 し,我 が 国 か ら出 て い く二 茜一ス は 約18万 語 とな ってい

る 。 さ らに不 均 衡 が 著 しい の が翻 訳,出 版 の 分野 であ り,日 本 で の 翻訳 出版

は1978年 で は 年 間 約2,300件 に 対 し,日 本 語 図 書 が 海 外 で 翻 訳 され る のは

3∞ 件 程 度 に す ぎな い。

こ うした 状況 を改 善 す るた め に,我 が 国 は これ まで も我 が 国 の国情 及 び政
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策の紹介に努めてきたが,今 後,様 々な情報通信メデ ィアを利用した海外広

報の拡充,我 が国に関する正確な教育資料の作成 ・提供の増進,日 本からの

ニュー・ス等の発信機能の拡充強化等を図 り,我 が国に関する正しい理解と認

識を深める必要がある。

また,企 業が海外で行っている広告も,国 際的な情報交流 の 一つ といえ

る。日本企業の海外での莫大な広告が,日 本製品を紹介するとともに,日 本

のイメージをも提供している。そのために,広 告についても,日 本に対する

正確なイメージを提供するものであることが必要である。

(4)デ ータベースの構築

近年における電気通信とコンピュータとが結合した グロ・一パ ルなネットワ

ークの出現に伴い,コ ソピー一タ利用の面で優越的地位にたつ国ヘコソピ晶

一タにより処理 ・蓄積された情報が集中していることが指摘 されている。 コ

ンピュータにより処理 ・蓄積された情報,デ ータベースは,学 術研究,企 業

活動にとって欠 くことのできないものとなっているが,大 量の情報を収集,

整理してコソピュータに入力し,さ らに内容を常に更新していくためには多

大な労力と費用が必要であ り,今 や,エ ネルギー,食 糧 と並ぶ重要な資源と

しての性格をもちつつある。

我が国としても既存のデータベースの拡充強化,国 際的利用価値の高いデ

ータベースの構築及びそれらのデータベースの総合利用体制の充実により,

情報資源の面での自立化を図 り,国 際的な情報発信能力を強化することが必

要である。また,我 が国のデータベースの海外における利用を促進し,我 が

国の学術研究,先 端技術,経 済環境等の情報を海外に紹介することは,国 際

協力,国 際協調にも大 きく寄与することとなるものと考えられる。

さらに,我 が国のアジア各国における情報セソタの整備等に対する国際協

力を推進するとともに,ア ジア各国の相互理解及びアジア各国の開発を促進

するためには,ア ジア各国の科学技術情報,社 会経済情報等に関し広く利用

されるアジァデータベースの形成等に向けての努力が望まれている。


